
             久世南保育園 
℡．９３３－１９１１ 

Fax. ９２４－２２８３ 

 

 ◎今月の保育目標：健康と安全、衛生に気をつけて丈夫な身体をつくる 
 

     

◆夏を前に、梅雨のシーズンを迎えます。 

この時期は、ご家庭においても健康管理だけでなく、食中毒 

など衛生面でも特に注意しましょう。園でも最注意時期です。 

◆節電も大切、節水も大切です。 夏のプール遊びが思う存分に 

楽しめるよう、梅雨の雨がたくさん降って欲しいのですが…。 

◆６月は、雨の日が続いても、お部屋の中で充分に遊びができる 

 ように工夫したり、全身を動かす遊びなどを取り入れて、元気 

 に毎日を過ごせるようにしていきます。 

◆歯の衛生週間が始まります。３才児以上は、本格的に歯磨きに 

入ります。２才児もうがいから始めます。 食べたら みがくの 

習慣づけを行って、いつまでも歯を大切にしてあげましょう。 

◆集団生活の保育園では、流行病（手足口病や水ぼうそう等）も 

 出始めます。看病の為に仕事をお休みしなければならない時も 

あるでしょうが、うつったことを恨んだりせず、愛児のために 

がまんして看病してあげていただきますように…。 

        ◆今月の前半は、何かと慌ただしく行事が入ってしまいました。 

毎日を確認して、楽しめるようにしたいですね。 －園長－ 

 

 

 

 

  

   

    ◎６月１日から、夏の制服を着用します。 気温も不順ですので、 
  着ている服で調節してあげてください。 

        ◎４日の「歯磨き指導」は保育参観（自由参観）も可能です。 

  （無理して、お休みされないように。自由参観ですから。）午前中のみ 

      ◎６日には、嘱託医の和田医師（徳地歯科医院の副院長）による 

「歯科健診」があります。 

      ◎７日には、飯田医師による「内科健診」で、現在の健康状態を 

     しっかり診ていただきます。（全園児） 

   ◎人手不足のなか、４月採用した大南保育士が、家庭の事情の為に 

５月末をもって退職するため、川嶋先生は夕方もみて下さいます。 

 

※久世中学の２年生が、４日から７日まで「職場体験学習」として 

保育園に来て手伝ってくれます。（今年は６名） 

また１２日には、久世中学校の１年生に 

各保育園の年長児が「ふれあいタイム」に 

招待されて遊んできます。 

７月以降の予定          
 

★食中毒にも気をつけなければならない時季です。 

☆７月３日からプールを始める予定です。          下痢や熱が続く場合は、必ずお医者さんに診ていただきましょう。 

水着やタオル、着替えが必要となります。               親子ともども「手を洗う」習慣づけをしましょう。 

プールにともない、年長組(きりん組)も                               食材・調理の安全管理にも注意してください。 
お昼寝を始めます。      

☆「なつまつり」今年は無理かもしれません。 

 

🚗 お車で送迎の方は、駐停車時間 

の短縮に心掛けてください。 

（２０１９．６発行） 

DAY 曜 ６ 月 の 行 事 予 定 

１日 土 衣替え （大薮小・久世西小運動会） 

２日 日 
 

３日 月  

４日 火 
虫歯予防･歯磨指導  公開保育

久世中学生職場体験学習（～７日） 

５日 水 体育指導    負担金徴収期日 

６日 木 歯科検診（全園児／徳地歯科） 

７日 金 内科検診（全園児／飯田医院）  

８日 土 
 

９日 日 
 

10日 月 時の記念日 

11日 火 
 

12日 水 
体育指導 
久世中ふれあいタイム（年長参加） 

13日 木 
 

14日 金   

15日 土 
 

16日 日 ＜父の日＞ 

17日 月 健康安全(避難訓練) 

18日 火 
 

19日 水 体育指導 

20日 木         

21日 金 お誕生日会 

22日 土 夏至４時まで保育（久世６ヵ園研修） 

23日 日    

24日 月 ７月園だより発行    

25日 火 
 

26日 水 体育指導 

27日 木     

28日 金 音楽指導（３才以上） 

29日 土  

30日 日  

雨の日の送迎はたいへんですが、傘やレインコートは 

まちがいや紛失などトラブルにならないために、 

持ち帰りでお願いします。☂ 

 

通用門（東側）には止めないでください。苦情がありました。 
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                         保育園での話題や、子育て・保育界の話題などをお伝えします。 

                        

                        

                                               ２０１９．６ 

    

◎登園したらタッチ！お帰り寸前にタッチ！ ◎虫歯の予防
 

保育利用時間の区分を把握するため「登降園管理 歯の衛生週間（６／４～10日）だけでなく、毎日、 

システム」が「りす組」と「あひる組」前にありま         食後や寝る前には「歯をみがく」習慣を身につけさせ 

す。保護者の皆さまには面倒くさいとは思いますが               ましょう。 保育園では、食後やお昼寝前に歯磨きを 

忘れずにカードタッチ！をお願いします。                  するように指導しています。 

忘れられると、次の打刻されるまで                   ところが、朝、歯磨きもせずに（時には顔も洗わず） 

保育利用していたことになり、                       登園してくる子がいます。おそらく寝坊して、朝食も 

延長保育料金が加算されて               ｖ         急がされて食べ、「早く早く」とせかされて登園して 

しまいますので、忘れずに                           きたのでしょう。 

よろしくお願いします。                     「保育園の間は、乳歯だから、生え変わるんだし…」 

                     虫歯になっても良い？ なんて考えていませんか？ 

今年度当初の状況は、次表にみるとおり。            乳歯でも虫歯になると、後の永久歯が生える時に歯質 

◎Ｒ元年度当初の利用状況について              や歯並びなどに影響するのです。 

   夜は早く寝て、朝は早く起き、 

                                      きちんと朝食摂って歯磨きをする。 

   そんな習慣づけを今から行いましょう。 

           保育園では、４日に「虫歯予防～ 

         はみがきしようね！」の指導を行います。 

      また、６日には嘱託歯科医の和田先生に 

           歯科検診をしていただきます。 

           ★６月４日（火）の歯磨き 

指導は「公開保育」です。 

午前１０時から見に来る 
                     羽束師１世帯１児 

５０名の園児に対して３６家庭、つまり１４名は、                   ことができます。（30分程度） 

兄弟姉妹ということです。                              お車での来場はお断りします。 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
 

 

      幼児教育・保育の無償化について① ☆今年の 10月から始まります☆ 

            

実施するって法案は可決されたんですが、具体的な内容は今まだ協議検討中のようです。 

先般、京都市からの広報もお配りしましたが、わかっている範囲だけ復習してみましょう。（変わるかも知れないけど） 

 

まず、対象者  無償とは言われていますが、誰もがみんな全員、というわけではないようです。 

★ 今年(2019)４月１日現在で、３才～５才が対象です。（５才児さんが６才になっても対象です） 

★ 保育認定２号を受けている子ども（認可保育園である久世南の「りす組」(３才)以上は、２号なので該当します。） 

では、０才～２才児さんは無償化の対象にならないのでしょうか？ 

★ ４月１日現在で、０才～２才児（保育認定は３号）のうち、「市民税非課税世帯」だけが対象となるようです。 

残念ながら、現在の情報では、非課税世帯以外の０～２才児さんは対象にならず、現行のままのようです。 

さらに、給食の問題があります。 

給食費は、０～２才の乳児は主食費（ミルク含む）も副食費も保護者負担は無しでした。（保育料の一部で徴収あり） 

３才以上の幼児さんだけ、主食費（ごはん又はパン）を保護者負担していただき、ごはんもおかずもある給食を提供し 

てきました。 おかず代＝副食費は保育料の一部として徴収され、園には市からの委託費の中に含まれていたからです。 

ところが、市が徴収する保育料を無償化すると、副食費も徴収できなので、保育園側で直接保護者から徴収して下さい 

となるようです。 主食費に加えて、副食費も保育園は保護者負担してもらわないと給食が提供できなくなりそうです。 

    ※善くなるようにと検討改定されているのですが、こんな課題も出てくるのですね。 （②に続く･･･予定） 

 

 世帯数は３６軒 

（通園範囲） 

久世２５世帯３４児 

久我１０世帯１５児 


